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「親（母）と子の宿泊型生活サポート事業」について  

宮城県大崎地域子どもセンター  

事業の概要   

母への育児家事等の生活支援や母の感情コントロールを行うことによって、親子が一緒に生活   

しながら健康的な親子関係を築いていくため、母子支援のスタッフを配置した生活（D場く愛称「す   

こやかハウス」）を設置し、新たな育児支援のモデル事業を実施するもの。  

1 宿泊型・通所型生活サポート事業  

（1）実施期間  通所型…・平成18年1月から  

宿泊型・・・・平成18年4月から  

（2）実施場所  すこやかハウス（大崎市古川清水字3丁目新田1）  

（3）対象者  下記の母と乳幼児（就学前）  

①育児不安や育児負担があり、家事・育児技術の未熟さから不適切な育児をしている母子  

②家族再統合を目指す母子  

③家庭復帰後のアフターケアを要する母子  

（4）定  員  宿泊型・‥・3組ノ過  

通所型…・5組／日  

（5）利用期間  宿泊型…・週（3泊4日）を基本に8過程度  

通所型…・週（3日程度）を基本に8過程度  

※期間については、ケアプラン（個別支援計画）により変動する。   

（6）支援内容  

①（育児力）・‥子どもの発達段階に見合った育児のあり方と子どもの言動に注目した  

対応のしかたを学ぶなど、育児についての知識と技術の向上  

②（生活力）1‥家事と育児のバランスの取り方を実践を通して学び、これまでの生活  

変容を図るための力量を習得  

③（感情のコントロール）‥日常生活においてストレスや怒リヘの対応のしかたを知識や  

体験として習得し、親子の関係性の変容を図る  

④（潜在力の発見）‥母が自分を受け入れ、自身を回復  

⑤（安全と信頼）‥・子どもが安全と安心を回復し維持できる環境づくりや母との関係  

性の変容を図る  

⑥（家族（父）の参画）‥ 母と子を取り巻く家族（特に父）について、季節の行事等に一  

緒に参加したり、事業を通して母の変化を客観的に受け止めるなど、  

母のサポート役を務める  

「照会先」宮城県大崎地域子どもセンター すこやかハウス （担当：亀井又は千葉）  

〒989－6228 大崎市古川清水字三丁目新田1  

電話 0229－36－2080  FAX O229－36－2090  
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宮城県大崎地域子どもセンター  

母と子の宿泊型・適所型生活サポート事業  

【新たな社会資源】：中間的施設による子どるの安全を窟尿Lながちの虜支窟  

二二二丁‾こl  ＝二＝ノ⊆∴≡≦∴摘妻≡去二；≡三壷適  

【事業の対象者】   

在  宅   施設入所中   

コ  

家事支援が必要な母と乳幼児   の乳幼児と母  

訪問・面接  

い育児支援・  

【1サポート事業の欄間  

①宿泊型サービス  

② 育児支匪に生悟支援もフラス  

③ ケアプランの導入  

【2 実施期間】  

3年間坪成20年3月まで＝限定  

①Hl邸1～通欄台定員5組  

②Hl酢トノ宿泊開始定員3組  

【3 目 標】  

（D 葡師1上  

②生活・家謝プ¢殖1上  

③感「酔）コントローづレ  

【4 制  
①講義拝実習によるグルーーフ精勤  

②傾l艮援（生活実翰  

囲と囲  
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